
 

令和３年９月 

新型コロナウィルス感染症による輸出等の物流停止により、古紙回収業者による「古

布(古着類)」回収が一時的に中断した状況を踏まえた応急措置として、令和２年４月

より「古布」について、家庭ごみ(もえるごみ･もえないごみ)でも収集を行ってきました。 

今般、市内で活動するほとんどの古紙回収業者が「古布」回収を再開されており、

家庭ごみでの古布の収集を令和３年９月末日をもって終了いたします。 

なお、９/15号「広報 うじ」にも同様の内容を掲載します。 

 

【令和３年９月末日まで】 古布は家庭ごみでも収集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和３年１０月１日から】 古布は家庭ごみで収集しません。 

 

 

 

 

 

 


